
１　目的

　　種子島で生産される安納いも・種子島紫いもの生産安定と品質向上を目指した生産技術の

　向上はもとより，加工から流通・観光までを見据えた農商工が連携した６次産業化に努め，

　種子島産安納いもを競争力のあるブランドにするため，「安納いもブランド推進本部｣を平

　成２２年７月に設立した。

　　その一環として，技術向上と商品開発意欲の高揚を図ることを目的とし，安納いも等を使

　を使った商品及びメニューの提案を行う「安納い～もんどせれくしょん（安納いも加工

　品コンテスト）」を平成22年に引き続き実施する。

２　主催

安納いもブランド推進本部

（構成）

　鹿児島県熊毛支庁，熊毛支場，西之表市，中種子町，南種子町，JA種子屋久，

３　審査

(１)　審査日 : 平成２３年１２月２日（金）

(２)　審査委員審査・プレゼン（商品の説明） : １３時３０分～１５時００分

(３)　審査委員会による賞の決定(非公開): １５時００分～１５時３０分

(４)　審査結果発表，審査講評 : １５時３０分～１６時３０分

(５)　場所 : 中種子町野間５１８６番地

　　  　　　中種子町中央公民館２階大ホール（中種子町役場となり）

※出品者は，原則として審査会場で，商品の試食の準備や説明等を行ってください。

　ただし，出席できない場合は，事前に実行委員会事務局まで連絡してください。

４　申込方法

(１)　申込書類：安納いも加工品コンテスト応募票

　　　　　商品又はメニューの写真（画像ファイル可）

　　　※　応募票が足りない場合は，コピーして使用してください。

(２)　申込・問合わせ先〒891-3604　熊毛郡中種子町野間5297-8

　　　　　　　安納いもブランド推進本部　事務局

　　　　　　 TEL：0997-27-3133   FAX：0997-27-3188

(３)　申込方法 : 郵送又はＥメール（ＦＡＸ可）

　　　　　　　Ｅメールアドレス：annou-brand@tune.ocn.ne.jp

(４)　申込期間：平成２３年１１月１日（火）～ １１月２２日（火）当日消印有効

(５)　出品料：無料

５　応募区分

(１)　商品部門（土産品）

(２)　メニュー部門

第２回安納い～もんどせれくしょん 
（安納いも加工品コンテスト）実施要領 



６　出品条件

(１)　出品点数：１企業又は個人につき，各部門ごとに３点まで

(２)　出品要件：次の条件を全て満たす商品及びメニュー

　ア　安納いもブランド推進本部生産販売部会員が生産した安納いもや種子島紫いもを

使った商品（焼き芋や他の芋を使った商品は不可）　

　イ　種子島島内に所在する企業，団体及び個人が製造しているもの

　ウ　現在販売している商品又は平成２４年３月末までに販売及び提供できるもの

　エ　関係法令を遵守したもの（食品衛生法，JAS法，計量法等）

 (３)　その他注意事項

　ア　入賞商品であっても，商標権等の知的財産権に関する問題等が生じた商品は、

　　入賞を取り消す場合があります。

　イ　出品商品の入賞の有無にかかわらず，商標・意匠登録等の手続きは，出品者

　　が行うものとします。当推進本部では行いません。

　ウ　出品者が第三者の有する商標権等の知的財産権を利用する場合は，出品者の

　　責任において必要な許可を得た上で，そのことを出品時に申し出てください。

　　　万一，第三者から権利侵害との提訴がなされた場合，主催者側に発生した損

　　害を含め，出品者の負担と責任において対応していただくこととします。

※　特に，商品名については，事前に商標調査を行ったり，弁理士や発明協会等に

　相談するなど留意し，応募者自らの責任でトラブルが発生しないよう必要な措置

　を講じてください。

　　なお，(社)発明協会では，無料発明相談を実施しております。詳しくは，鹿児

　島県商工労働水産部産業立地課内(社)発明協会鹿児島県支部（TEL099-286-

　2973）までお問い合わせください。

７　審査基準

出品要件をすべて満たした応募作品を次の視点に沿って審査し，表彰商品を決定します。

ア　見る（見ための良さ。商品のみならずパッケージ等も含みます）

イ　食べる（味）

ウ　作る（作り手の工夫）

エ　安全安心（生産販売部会員の生産した芋であるか）

８　表彰

応募区分ごとにグランプリ（各１点），金賞（各３点），銀賞（各５点）を選定します。

　※　出品数の状況によっては，表彰商品数を調整させていただく場合があります。

　　　入賞商品は，安納いもブランド推進本部ホームページ等で広報予定です。

９　出品商品の搬入・展示

(1)　搬入日時：１２月２日（金）１０時００分～１１時００分まで

(2)　展示場所：商品の形状等を考慮し，事務局で指定します。

(3)　そ の 他

　ア　出品者の責任において，審査会場（中種子町中央公民館２階大ホール）に搬入，

　　展示してください。

　イ　試食や展示に必要な備品等は，各自準備してください。

　ウ　試食や展示に電源が必要な場合は，希望内容を応募票に記入してください。

10　出品商品の搬出

(1)　搬出日時 : １２月２日（金）１６時３０分以降（審査終了後）

(2)　そ の 他 : 出品者の責任において，搬出してください。


